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 伊豆シャボテンリゾート株式会社（以下「当社」といいます。）は、株式会社伊豆ドリー

ムビレッジ（以下「伊豆ドリームビレッジ社」といいます。）との間で締結した、別紙 1 の

2023 年 2 月 15 日付け株式交換契約（以下「本件株式交換契約」といいます。）に基づき、

2023 年 4 月 5 日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社とし、伊豆ドリームビレ

ッジ社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本件株式交換」といいます。）を実施

いたします。 

 本件株式交換に関する会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条に定める事前

開示事項は、次のとおりです。 

 

 

1 株式交換契約の内容（会社法第 794 条第 1 項） 

 

 別紙 1 のとおりです。 

 

2 会社法第 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項（会社法施行規則第 193 条第 1 号） 

 

 別紙 2 のとおりです。 

 

3 会社法第 768 条第 1 項第 4 号及び第 5 号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項（会社法施行規則第 193 条第 2 号） 

 

 株式交換完全子会社となる伊豆ドリームビレッジ社は新株予約権及び新株予約権付

社債のいずれも発行しておらず、該当事項はありません。 

 

4. 完全交換完全子会社についての次に掲げる事項（会社法第 193 条第 3 号） 

 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 



 

 別紙 3 のとおりです。 

 

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

 該当事項はありません。 

 

(3) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

 該当事項はありません。 

 

5 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担そ

の他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 194 条第

4 号） 

 

該当ありません。 

 

6 会社法第 799 条第 1 項の規定により株式交換について異議を述べることができる債権

者に対する、株式交換が効力を生ずる日以降における株式交換完全親会社（当社）の債

務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 193 条第 5 号） 

 

 本件株式交換は会社法第 799 条第 1 項の規定の適用を受けないため、該当事項はあ

りません。 

  



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

別紙 1 本件株式交換契約の内容 

 

株式交換契約書 

 

伊豆シャボテンリゾート株式会社（住所：東京都港区南青山七丁目８番４号、以下「甲」

という。）と株式会社伊豆ドリームビレッジ（住所：静岡県伊東市富戸１３１７番地５８４、

以下「乙」という。）は、以下のとおり株式交換契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1 条（株式交換） 

甲及び乙は、本契約の定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全

子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行い、甲は、乙の発行済株式の全

部を取得する。 

 

第 2 条（株式交換に際して乙の株主に交付する株式及びその割当てに関する事項） 

1.  甲は、本株式交換に際して、本株式交換がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」

という。）の前日の最終の乙の株主名簿に記載又は記録された乙の株主（以下「割当株

主」という。）に対し、その保有する乙の株式の合計数に 1,600.00 を乗じて得た数の

甲の株式を交付する。 

2.  甲は、本株式交換に際して、割当株主に対し、その保有する乙の株式 1 株につき甲

の株式 1,600.00 株を割り当てる。 

3.  前 2 項に従って割当株主に対して交付する甲の株式の数に 1 株に満たない端数が生

じる場合、甲は、会社法第 234 条の規定に従い処理する。 

 

第 3 条（甲の資本金及び準備金の額に関する事項） 

本株式交換により増加する甲の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。 

(1) 資本金の額 

0 円 

(2) 資本準備金の額 

会社計算規則第 39 条の規定に従い甲が別途適当に定める金額 

(3) 利益準備金の額 

0 円 

 

第 4 条（効力発生日） 

本株式交換の効力発生日は、2023 年 4 月 5 日とする。但し、本株式交換手続進行上の必

要性その他の事由により必要な場合は、甲及び乙は協議の上、これを変更することができる。 



 

第 5 条（株式交換承認株主総会） 

1.  甲は、2023 年 4 月 4 日に開催予定の甲の臨時株主総会において、本契約の承認及び

本株式交換に必要な事項に関する決議を求めるものとする。ただし、本株式交換に係

る手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲及び乙は協議の上、

これを変更することができる。 

2.  乙は、2023 年 4 月 4 日に開催予定の乙の臨時株主総会において、本契約の承認及び

本株式交換に必要な事項に関する決議を求めるものとする。ただし、本株式交換に係

る手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲及び乙は協議の上、

これを変更することができる。 

 

第 6 条（善管注意義務） 

甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意をもって、

その財産の管理、運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為を行おうと

する場合には、予め甲及び乙間で協議し、合意の上これを行うものとする。 

 

第 7 条（株式交換条件の変更及び本契約の解除） 

1.  本契約締結日から効力発生日に至るまでの間において、甲又は乙の財産若しくは経

営状態に重要な変動が生じた場合若しくはそのおそれが生じた場合、又は本株式交換

の実行に支障となる事態が発生もしくは判明した場合、甲及び乙は協議の上、本株式

交換の条件その他本契約の内容を変更することができる。 

2.  前項の事由により本契約の目的の達成が困難となった場合、甲及び乙は協議の上、

本契約を解除することができる。 

3.  本契約締結日から効力発生日までの間に、前項に該当する事実が発生し、又は当該

事実若しくはそのおそれが明らかになった場合は、甲又は乙は、相手方に対し、直ち

にその旨報告しなければならない。 

 

第 8 条（本契約の効力） 

本契約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。 

(1) 効力発生日の前日までに、第 5 条に定める甲又は乙の株主総会において本契約の承認

が得られないとき 

(2) 前条第 2 項に従い本契約が解除された場合 

 

第 9 条（協議事項） 

本契約に定めるもののほか、本株式交換に必要な事項は、本契約の趣旨に従って甲乙間で

誠実に協議の上、これを決定する。 



 

 本契約締結の証として、本契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。 

 

 

2023 年 2 月 15 日 

 

甲 東京都港区南青山七丁目８番４号 

 伊豆シャボテンリゾート株式会社 

 代表取締役      北本 幸寛 

  

乙  静岡県伊東市富戸１３１７番地５８４ 

 株式会社伊豆ドリームビレッジ 

 代表取締役      小倉 佳子 

 

  



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

別紙 2 会社法第 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に

関する事項 

 

 当社は、本件株式交換に際して、会社法第 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項

についての定めの相当性に関して、次のように判断しております。 

 

１．本株式交換に際して交付する株式の数又はその数の算定方法及びその相当性に関する

事項 

（１） 本株式交換に係る割当ての内容 

 当社 

（株式交換完全親会

社） 

伊豆ドリームビレッジ 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当ての内

容 

１ 1,600.00 

本株式交換により交付する株

式数 

当社普通株式：8,000,000株（予定） 

注 1）株式の割当比率 

伊豆ドリームビレッジ社の普通株式１株に対して、当社の普通株式 1,600.00 株を割当

て交付いたします。また、本株式交換により交付する当社の普通株式の数は 8,000,000

株となる予定です。 

なお、上記表に記載の本株式交換に係る割当比率（以下「本株式交換比率」といいま

す。）は、本株式交換契約に従い、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合

には、両社合意の上、変更されることがあります。 

注 2）単元未満株式の取扱い 

 本株式交換に伴い、当社の単元未満株式（100 株未満の株式）を保有する株主様が新

たに生じることが見込まれます。当社の単元未満株式を保有することとなる株主様に

おいては、当社株式に関する単元未満株式の買取請求制度（単元未満株式の売却）を

ご利用いただくことができます。 

注 3）１株に満たない端数の取扱い 

本株式交換に伴い、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第 234 条の規定に

より、その端数の合計数（その合計数に１に満たない端数がある場合は切り捨てるも

のとします。）に相当する当社の株式を売却し、その端数に応じてその代金を当該株主

に交付します。 

注 4）株式交換比率は、小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入いたしま

す。 



 

（２） 当該交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

伊豆ドリームビレッジ社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

2. 本株式交換に係る割当ての内容の根拠等 

（１） 割当ての内容の根拠及び理由 

 当社は、本株式交換に用いられる株式交換比率の検討に際し、その公平性・妥当性

を確保するため、当社及び伊豆ドリームビレッジ社から独立した第三者算定機関を選

定する必要性が生じておりました。そこでホームページの閲覧及び他社の開示事例の

閲覧を行い、株式交換比率算定の公正価値算定を始めとし、公開会社／未公開会社問

わず多数の株式価値に関する公正価値の算定実績があること等を鑑み、エースターコ

ンサルティング株式会社（以下「エースター」）に当社及び伊豆ドリームビレッジ社の

株式価値並びに株式交換比率の算定を依頼することとしました。 

当社はエースターによる伊豆ドリームビレッジ社の株式価値の算定結果を参考に、

伊豆ドリームビレッジ社の財務状況、資産の状況、財務予測等の将来見通しを踏まえ

て、両社で慎重に協議を重ねた結果、最終的に本株式交換における株式交換比率の算

式を上記 1．（1）記載のとおりとすることが妥当であり、それぞれの株主の利益に資す

るものであるとの判断に至り合意しました。なお、この株式交換比率は、算定の基礎

となる諸条件について重大な変更が生じた場合、両社間の協議により変更することが

あります。 

 

（２） 算定に関する事項 

① 算定機関の名称並びに上場会社及び相手会社との関係 

 本株式交換の株式交換比率につきましては、その公平性・妥当性を確保す

るため、当社は、当社並びに伊豆ドリームビレッジ社から独立した第三者算

定機関であるエースターに依頼をし、2023 年 2 月 14 日付で、伊豆ドリーム

ビレッジ社の株式価値に関する算定書を取得しました。 

なお、エースターは当社及び伊豆ドリームビレッジ社の関連当事者には該

当せず、当社及び伊豆ドリームビレッジ社との間で重要な利害関係を有しま

せん。 

 

② 算定の概要 

エースターは、上場会社である当社株式については、東京証券取引所スタンダ

ード市場に上場し、市場株価が存在することから市場株価法（算定基準日を

2023 年 2 月 14 日とし、算定基準日の終値及び算定基準日から遡る１か月、

３か月、６か月の各期間の株価終値の出来高加重平均）を採用いたしました。



株価については、近時の値であるほうが、最近のトレンドを反映しやすいとい

う利点がある一方で、期間が短期であると、一時的な要因による価格変動の影

響を受けるという問題があり、いずれの期間がベストであるとも判断できな

いため、これらの値の最小値から最大値を市場株価法による算定結果として

おります。 

 

 

採用手法 算定結果（円） 

市場株価法 141～ 164 

 

また、エースターは、伊豆ドリームビレッジ社の株式については、非上場会社であ

るため市場株価が存在せず、将来清算する予定はない継続企業であること、類似上

場企業の選定が困難であることから類似企業比較法の採用についても適当ではな

いと判断したこと等を総合的に勘案し、DCF（ディスカウント・キャッシュ・フロ

ー）法による算定を採用しております。 

 

 

採用手法 算定結果（円） 

DCF 法 196,683 ～ 240,390 

 

DCF 法による算定については、伊豆ドリームビレッジ社が作成した事業計画の予

測期間である 2023 年 3 月期～2028 年 3 月期までの財務予測を基本として、将来

キャッシュ・フローを算定し、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企

業価値を評価し算定しております。なお、エースターが DCF 分析による算定の

前提とした伊豆ドリームビレッジ社の事業計画において、大幅な増減益が見込ま

れている事業年度が含まれております。具体的には、2024 年３月期において、2023

年３月期の期中（2022 年７月）にオープンした伊豆グランビレッジの収益が年間

通じて寄与することから大幅な増益となることを見込んでおります。 

 

当社はエースターによる伊豆ドリームビレッジ社の株式価値の算定結果を参考に、

伊豆ドリームビレッジ社の財務状況、資産の状況、財務予測等の将来見通しを踏ま

えて、慎重に検討を重ねた結果、最終的に本株式交換における株式交換比率の算式

を下記のとおりとすることが妥当であり、それぞれの株主の利益に資するもので

あるとの判断に至り決定しました。なお、この株式交換比率は、算定の基礎となる

諸条件について重大な変更が生じた場合、変更されることがあります。 

なお、本株式交換の実行により実現することが期待されるシナジー効果につい



ては、現時点において収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であるた

め、エースターによるＤＣＦ法による算定の前提とした財務予測には反映してお

りません。 

 

上記より当社の普通株式１株あたりの株式価値を１とした場合の算定結果は以下

のとおりとなります。 

 

株式交換比率の算定結果 

1,199.29 ～ 1,704.90 

 

エースターは、本株式交換比率の分析に際して、両社から提供を受けた情報及び一

般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの情報等が、

全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及

び完全性の検証を行っておりません。また、両社とその関係会社の資産または負債

（偶発債務を含みます。）について、個別の各資産、各負債の分析及び評価を含め、

独自に評価、鑑定または査定を行っておりません。加えて、両社の財務予測につい

ては両社の経営陣による現時点で可能な最善の予測と判断に基づき合理的に作成

されたことを前提としております。エースターの本株式交換比率の分析は、2023

年 2 月 14 日現在までの上記情報等と経済条件を前提としたものであります。 

 

（３） 上場廃止となる見込み 

当社は、本株式交換において株式交換完全親会社となり、また株式交換完全子会社

となる伊豆ドリームビレッジ社は非上場会社であるため、該当事項はございませ

ん。 

 

（４） 公正性を担保するための措置 

当社は、本株式交換における株式交換比率の公正性・妥当性を確保するため、上記

3．(1)記載のとおり、両社から独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依

頼することとし、その算定結果の提出を受けました。当社はかかる算定結果を参考

として、伊豆ドリームビレッジ社との間で慎重に交渉・協議を行い、その結果両社

で合意された株式交換比率により本株式交換を行うことといたしました。なお、当

社は第三者算定機関から本株式交換対価が財務的見地から妥当又は公正である旨

の意見書(フェネス・オピニオン)を取得しておりません。 

 

（５） 利益相反を回避するための措置 

  該当事項はございません。  



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

別紙 3 株式交換完全子会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



以上 

 


	230207_株式交換に係る事前開示書面_0228.pdf
	IDV事業報告書.pdf

